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「証券取引法」に関する法令適用事前確認手続にかかる照会について 
（平成１６年７月８日付照会文書に対する回答） 

 
 
株式の募集を従業員持株会に対して行う場合、勧誘の相手方を従業員持株会の一者と

みるか、実際上の出資者である従業員持株会の会員である各従業員とみるかについては、

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)５－１５」
により、①株主名簿に持株会の名義で登録されていること、②議決権の行使は持株会が

行うこと、③配当金を持株会名義でプールし運用するシステムをとっていること等をも

とに総合的に判断し、これらの要件が満たされれば、勧誘の相手方を従業員持株会とし

て取り扱うこととされている。 
これに照らすと、照会のあった事例の従業員投資基金は、株式の名義人が当基金であ

ること、株式の議決権の行使は従業員側の代表者及び会社側の代表者によって構成され

る監督委員会により決定されること、配当金として受領した金銭は当基金が同じ株式に

再投資するか、スワップ契約を結んだ銀行に支払うこと、従業員が当基金から退会する

場合は持分に応じた金銭を支払い、株式の交付は行わないことから、当該勧誘は当基金

一者を相手方とするものであると認められる。国内において当該会社は公開企業でなく、

よって、当基金一者を相手方とする当該勧誘自体は募集に該当せず、証券取引法第４条

第１項の届出及び同法第１５条第２項の目論見書の交付は不要である。 
  
 
（注）本回答は、照会対象法令（条項）を所管する立場から、照会者から提示された事実

のみを前提に、照会対象法令（条項）との関係のみについて、現時点における見解を

示すものであり、事実が記載と異なる場合、記載されていない関連事実が存在する場

合、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとなることもある。ま

た、本回答は、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しう

るものではない。 


